
(１)固定資産の減価償却の方法

　　①平成１９年３月３１日以前取得分は、法人税法に定める旧定額法による。

　　②平成１９年４月１日以後取得分は、法人税法に定める定額法による。

(２)引当金の計上基準

(３)消費税等の会計処理

科　目 当期増加額 当期減少額

基本財産

　基本財産預金

　　小　計 0 0

特定資産

　退職給付引当預金 1,468,680 0

　　小　計 1,468,680 0

　　合　計 1,468,680 0

（うち指定正味財 （うち一般正味財

産からの充当額） 産からの充当額）

基本財産

　基本財産預金 (2,000,000)

　　小　計 (2,000,000)

特定資産

　退職給付引当預金

　　小　計

　　合　計 (2,000,000)

（単位：円）

貸倒引当金の

当期末残高

未収給食物資代金 2,524,209 2,524,209

合　　計 10,830,196 0 10,830,196

科　目 債権金額 債権の当期末残高

未収入金 8,305,987 0 8,305,987

6,897,060 (6,897,060)

8,897,060 (6,897,060)

４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

2,000,000

6,897,060 (6,897,060)

科　目 当期末残高 （うち負債に対応する額）

2,000,000

5,428,380 6,897,060

7,428,380 8,897,060

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

2,000,000 2,000,000

5,428,380 6,897,060

（単位：円）

前期末残高 当期末残高

2,000,000 2,000,000

　財 務 諸 表 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

令和７年３月３１日現在

１．重要な会計方針

　　退職給付引当金は、期末退職給与の定年退職及び自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

　　消費税等の会計処理は税込方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。



（単位：円）

科　目 減価償却累計額 当期末残高

補助金等の名称 交付者 当期増加額 当期減少額 当期末残高

受託金

運営受託金収入

目的使用 その他

　　合　計 4,833,289 2,885,4498,313,829 10,261,669

７．引当金の明細は、次のとおりである。

（単位：円）

退職給付引当金 5,428,380 1,468,680 6,897,060

賞与引当金 2,885,449 3,364,609 2,885,449 3,364,609

科　目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高

合　　計 89,192,000 89,845,266 △ 653,266

合　　計 33,753,884 12,392,186 21,361,698

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

貸借対照表上の記載区分

堺市 89,192,000 89,845,266 △ 653,266

ソフトウェア 28,550,830 7,190,266 21,360,564

車輌運搬具 3,607,054 3,607,050 4

什器備品 1,596,000 1,594,870 1,130

５．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

取得価格


	注記

